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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも貼付票と配達票およびラベルを備えた印字用基材と、タック基材と剥離紙が接
着剤および部分的な粘着剤で貼り合せてなる下基材とが、印字用基材とタック基材間で接
着剤を介して貼り合わせられたラベル付き配送伝票において、前記ラベルは、剥離紙を除
去した際に前記貼付票と配達票から分離可能なように、印字用基材と接着剤層およびタッ
ク基材を切断するハーフカットにより切り離し可能にされており、貼付票と配達票の間は
印字用基材のみを切断するハーフカットにより分離可能にされており、印字用基材とタッ
ク基材の間においては、貼付票とラベルはタック基材全面に塗布された接着剤層により剥
離不能に接着されており、配達票は配達票下面に塗布された剥離剤層により前記接着剤層
から剥離可能に疑似接着しており、タック基材と剥離紙との間においては、ラベルについ
ては配送品に貼り付けする先端部分を除く他の部分が接着剤層により剥離紙面に疑似接着
しており、前記ラベルの先端部分と貼付票および配達票は粘着剤により剥離紙に剥離可能
に接着していることを特徴とするラベル付き配送伝票。
【請求項２】
少なくとも貼付票と配達票、ラベルおよびシールを備えた印字用基材と、タック基材と剥
離紙が接着剤および部分的な粘着剤で貼り合せてなる下基材とが、印字用基材とタック基
材間で接着剤を介して貼り合わせられたラベル付き配送伝票において、前記ラベルは、剥
離紙を除去した際に前記貼付票と配達票および前記シールから分離可能なように、印字用
基材と接着剤層およびタック基材を切断するハーフカットにより切り離し可能にされてお
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り、前記シールは、剥離紙を除去した際に前記配達票と前記ラベルから分離可能なように
、印字用基材と接着剤層およびタック基材を切断するハーフカットにより切り離し可能に
されており、貼付票と配達票の間は印字用基材のみを切断するハーフカットにより分離可
能にされており、印字用基材とタック基材の間においては、貼付票とラベルおよびシール
はタック基材全面に塗布された接着剤層により剥離不能に接着されており、配達票は配達
票下面に塗布された剥離剤層により前記接着剤層から剥離可能に疑似接着しており、タッ
ク基材と剥離紙との間においては、ラベルについては配送品に貼り付けする先端部分を除
く他の部分が接着剤層により剥離紙面に疑似接着しており、前記ラベルの先端部分とシー
ル、貼付票および配達票は粘着剤により剥離紙に剥離可能に接着していることを特徴とす
るラベル付き配送伝票。
【請求項３】
前記ラベルが熨斗紙であることを特徴とする請求項１または請求項２記載のラベル付き配
送伝票。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ラベル付き配送伝票に関する。詳しくは貼付票、配達票および熨斗紙等に使用
するラベルを設けた構成の伝票であって、伝票から必要な部分を剥離する際の手間がかか
らず、またノンインパクトプリンターで印字処理する際に、印字のカスレや、シワなどが
生じることなく、印字品質に優れ、また伝票からラベルを剥がした後のラベルの紙厚を厚
くしてラベルの平面性を高め、さらに印字領域を無駄なく配置して設計したラベル付き配
送伝票に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、一枚の伝票用紙上に複数種類の伝票を配列させて、各伝票を同時にプリンター印字
したものを組とする１パート形式の配送伝票（以下、１パート配送伝票という）が多く利
用されるようになってきた。
【０００３】
その代表的な１パート配送伝票は、通常、表面の伝票用紙となる印字用基材と、その下面
に接着ないし疑似接着される下基材との層構成からなっている。下基材は、タック基材と
剥離紙が粘着剤層を介して接着された構成であり、タック基材が印字用基材側になり、剥
離紙が最下面になるようにされている。
貼付票、配達票およびラベル部分が、プリンター印字できるように平面的に配置されてい
るが、ラベルとなる部分は、印字後に貼付票、配達票から切り離して使用できるようにさ
れているのが通常である。また、貼付票は配送後も荷物に残るように、下基材から剥離し
ないように接着されているが、配達票は配送時に、剥離して受領印を得る目的から、下基
材に疑似接着していて剥離可能にされている。
【０００４】
１パート配送伝票は、上記のように一枚の印字用基材上に貼付票と配達票が設けられてい
るので、コンピュータで管理されている配送情報に基づき、お届け先情報、依頼元情報、
その他バーコード等の管理用の情報などを、プリンター装置で配送伝票上の所定個所に高
速で印字することが可能である。その使用に当たっては、事前に所定事項がプリンターで
印字された１パート配送伝票を用意し、当該１パート配送伝票を構成する下基材の剥離紙
を剥がし、粘着剤層を介して所定の配送物に貼付する。
【０００５】
配送業者は、当該配送物を受取人に渡した証しとして、受取人に前記配達票へ受領印ある
いはサインをもらい、これを受け取る。通常は受け取った配達票に付されているバーコー
ドを用いて、コンピュータで管理されている配送情報の消し込み処理などを行う。
【０００６】
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このような１パート配送伝票として、例えば特許文献１は、紙と粘着剤層と剥離紙からな
る積層体の紙面に、熨斗紙部と配送伝票部がミシン目により切り取り可能に形成された帳
票を記載している。この配送伝票は、表面の印字面をフルに使用するもので、伝票裏面の
剥離紙にハーフカット加工をして、ラベルを剥がして用いている。しかし、この配送伝票
では、剥離紙を簡単には剥がし得ない問題がある。また、熨斗紙部を伝票から剥がした際
に、その熨斗紙部の粘着剤層の影響で、熨斗紙のカール発生が大きい問題がある。
【０００７】
特許文献２は、表側用紙と、ラベル基材／粘着剤／離型紙の順に積層されたタック紙とが
貼り合せられた構成の１パート配送伝票であり、熨斗紙部分が、その一部分を除いて表側
用紙のみが分離可能に剥離可能な構造を有しているものを開示している。
しかし、この配送伝票も、熨斗紙部を伝票から剥がした際に、その熨斗紙部の粘着剤層の
影響で、熨斗紙のカール発生を抑制することができていない。
【０００８】
特許文献３は、本出願人による先の熨斗付き配送伝票に関する。貼付票、配達票、熨斗か
らなる印字用基材と、タック基材、粘着剤、剥離紙からなる下基材が積層された形態から
なる伝票に関するが、剥離した際の熨斗部分が、印字用基材のみの単層なので、剥離後に
カールし易い問題があり、そのカールを解消する複雑な構成を提案している。
本願は、この特許文献３の構成を見直して、ラベル（熨斗）部分のカールを基本的に解消
したものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第３８５３４６７号公報
【特許文献２】特開２００２－３３１７７８号公報
【特許文献３】特開２０１２－　　６１８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
本発明は１パート配送伝票において、貼付票、配達票およびラベルを設けた構成で、伝票
から必要な部分を剥離する際の手間がかからず、またノンインパクトプリンターで印字処
理する際に、印字のカスレや、シワなどが生じることなく、印字品質に優れ、また伝票か
らラベルを剥がした際のラベルのカール発生を防止でき、さらに印字領域を無駄なく配置
して設計したラベル付き配送伝票を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記課題を解決する本発明用紙の第１は、少なくとも貼付票と配達票およびラベルを備え
た印字用基材と、タック基材と剥離紙が接着剤および部分的な粘着剤で貼り合せてなる下
基材とが、印字用基材とタック基材間で接着剤を介して貼り合わせられたラベル付き配送
伝票において、前記ラベルは、剥離紙を除去した際に前記貼付票と配達票から分離可能な
ように、印字用基材と接着剤層およびタック基材を切断するハーフカットにより切り離し
可能にされており、貼付票と配達票の間は印字用基材のみを切断するハーフカットにより
分離可能にされており、印字用基材とタック基材の間においては、貼付票とラベルはタッ
ク基材全面に塗布された接着剤層により剥離不能に接着されており、配達票は配達票下面
に塗布された剥離剤層により前記接着剤層から剥離可能に疑似接着しており、タック基材
と剥離紙との間においては、ラベルについては配送品に貼り付けする先端部分を除く他の
部分が接着剤層により剥離紙面に疑似接着しており、前記ラベルの先端部分と貼付票およ
び配達票は粘着剤により剥離紙に剥離可能に接着していることを特徴とするラベル付き配
送伝票、にある。
【００１２】
上記課題を解決する本発明要旨の第２は、少なくとも貼付票と配達票、ラベルおよびシー
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ルを備えた印字用基材と、タック基材と剥離紙が接着剤および部分的な粘着剤で貼り合せ
てなる下基材とが、印字用基材とタック基材間で接着剤を介して貼り合わせられたラベル
付き配送伝票において、前記ラベルは、剥離紙を除去した際に前記貼付票と配達票および
前記シールから分離可能なように、印字用基材と接着剤層およびタック基材を切断するハ
ーフカットにより切り離し可能にされており、前記シールは、剥離紙を除去した際に前記
配達票と前記ラベルから分離可能なように、印字用基材と接着剤層およびタック基材を切
断するハーフカットにより切り離し可能にされており、貼付票と配達票の間は印字用基材
のみを切断するハーフカットにより分離可能にされており、印字用基材とタック基材の間
においては、貼付票とラベルおよびシールはタック基材全面に塗布された接着剤層により
剥離不能に接着されており、配達票は配達票下面に塗布された剥離剤層により前記接着剤
層から剥離可能に疑似接着しており、タック基材と剥離紙との間においては、ラベルにつ
いては配送品に貼り付けする先端部分を除く他の部分が接着剤層により剥離紙面に疑似接
着しており、前記ラベルの先端部分とシール、貼付票および配達票は粘着剤により剥離紙
に剥離可能に接着していることを特徴とするラベル付き配送伝票、にある。
【発明の効果】
【００１３】
本発明要旨第１のラベル付き配送伝票は、１パート配送伝票であり、伝票から貼付票、配
達票、ラベルなどの必要な部分を剥離する際、手間がかからず、容易に剥がし得る、また
ノンインパクトプリンターで印字処理する際に、伝票の表面における平坦性が高いので、
印字のカスレや、シワなどが生じることなく印字品質が優れる。また、伝票からラベルを
剥がした際のラベルはタック基材を伴うため、紙厚が厚くなっていてカール発生を防止で
きる。さらに、印字領域を無駄なく設計配置されており実用性が高い。
【００１４】
本発明要旨第２のラベル付き配送伝票は、請求項１のラベル付き配送伝票と同様の効果を
有するが、さらに剥離した際に裏面全面に粘着剤を有するシールを有するから、このシー
ルを用いて配達日や時間の表示等の各種用途に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１実施形態のラベル付き配送伝票を示す平面図である。
【図２】第１実施形態のラベル付き配送伝票を示す断面図であり、（Ａ）は、図１のＸ－
Ｘ線断面、（Ｂ）は、図１のＹ－Ｙ線断面を示している。
【図３】第１実施形態での印字用基材とタック基材間の接着状態を示す平面図である。
【図４】第１実施形態でのタック基材と剥離紙間の接着状態を示す平面図である。
【図５】第１実施形態でラベルを切り離した状態の断面を示す図である。
【図６】第２実施形態のラベル付き配送伝票を示す平面図である。
【図７】第２実形態のラベル付き配送伝票を示す断面図であり、（Ａ）は、図１のＸ－Ｘ
線断面、（Ｂ）は、図１のＹ－Ｙ線断面を示している。
【図８】第２実施形態での印字用基材とタック基材間の接着状態を示す平面図である。
【図９】第２実施形態でのタック基材と剥離紙間の接着状態を示す平面図である。
【図１０】第２実施形態でラベルとシールを切り離した状態の断面を示す図である。
【図１１】従来の熨斗付き配送伝票と、熨斗を切り離した状態での断面を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら、詳細に説明する。
図１は、第１実施形態のラベル付き配送伝票を示す平面図である。
ラベル付き配送伝票１は、平面的には、ラベル２と貼付票３、配達票４からなっている。
ハーフカットＡは、ラベル２を貼付票３、配達票４から分離するための切り込みであり、
最表面の印字用基材とタック基材、正しくは剥離紙の直上（剥離紙は切断していない）ま
での層を切断している。貼付票３と配達票４との間は、印字用基材を切断するハーフカッ
トＢにより切断されている。
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ラベル２の先端部分２ｓは、使用時には裏面に粘着剤層が形成されていて、配送品に接着
させることができるようになっている。
なお、本発明では、ラベル付き配送伝票として、「ラベル」の用語を用いているが、単な
るラベルに限らず、贈答品に付する熨斗や、取扱注意に関する表示や冷凍品等であること
等を示す表示がされた表示紙であってもよい。
【００１７】
図２は、第１実施形態のラベル付き配送伝票を示す断面図であり、（Ａ）は、図１のＸ－
Ｘ線断面、（Ｂ）は、図１のＹ－Ｙ線断面を示している。
図２（Ａ）のように、ラベル２部分の印字用基材１１の下面では、下基材２０のタック基
材２１が、接着剤層７により印字用基材１１に接着している。また、タック基材２１と剥
離紙２３との間においては、ラベル２の配送品に貼り付けする先端部分２ｓを除く他の部
分が接着剤層８により剥離紙２３面に疑似接着している。前記ラベル２の該先端部分２ｓ
は粘着剤層２２により剥離紙２３に剥離可能に接着している。
【００１８】
図２（Ｂ）のように、貼付票３と配達票４部分の下面には接着剤層７が形成されているが
、配達票４の下面は、印字用基材１１の下面に剥離層６が形成されているため、配達票４
とタック基材２１間は疑似接着構造になっている。従って、配達票４は、下基材２０から
剥離可能である。配達票４は、配送品が届け先に着いた際に受領の確認印を得て、配達者
が持ち帰る必要があるからである。一方、貼付票３部分には剥離層が塗布されていないの
で、剥離することはできない。配送品に残しておけば、その後に送り主等を確認する際は
有用となるからである。
なお、図２（Ａ）（Ｂ）には図示していないが、タック基材２１の接着剤層７側には、目
止め剤を全面に塗布しておいても良いものである。接着剤のタック基材２１への浸透を防
止する目的であるが、必須の構成ではない。
【００１９】
図３は、第１実施形態での印字用基材とタック基材間の接着状態を示す平面図、図４は、
同じく、タック基材と剥離紙間の接着状態を示す平面図である。
図３のように、印字用基材１１とタック基材２１間は、印字用基材１１の下面に全体的に
接着剤層７が形成されている。しかし、配達票４部分の下面のみには印字用基材１１の直
下面に剥離層６が形成されているため、配達票４部分は疑似接着構造になっている。ラベ
ル２と貼付票３部分は剥離できない接着構造である。
【００２０】
図４のように、タック基材２１と剥離紙２３間では、ラベル２においては、配送品に貼り
付けする先端部分２ｓを除くラベル２部分が接着剤層８により剥離紙２３面に疑似接着し
ている。前記ラベル２の先端部分と貼付票３および配達票４部分は粘着剤層２２により剥
離紙２３に剥離可能に接着している。剥離紙２３は本来的に剥離性材料を使用するため、
接着剤層８と粘着剤層２２のいずれも剥離可能なものである。
貼付票３および配達票４部分の粘着剤層２２は、ラベル２の領域に入らないように、ラベ
ル２から１～２ｍｍ程度の間隔を空けるように塗布するのが好ましい。ラベル２の周囲に
粘着剤が付着しないことが好ましいからである。
なお、接着剤層８は、乾燥後の状態であって再接着性を有しないが、粘着剤層２２は溶剤
分を残しており、再粘着性を有することが前提である。
図３、図４のように、ハーフカットＡは、接着剤層７とタック基材２１を切断し、剥離紙
２３の直上までの層を切断している。ハーフカットＢは、印字用基材１１を切断するが、
タック基材２１を切断していない。
【００２１】
本発明では、このように剥離紙２３上に、粘着剤層２２と接着剤層８とを領域を分けて形
成している特徴がある。従来は、タック基材２１と剥離紙２３が粘着剤層２２により全体
的に一体にされた材料をタック紙として購入して、上部の伝票構造を有する印字用基材１
１にラミネートして使用していたので、このような構造を採用できなかった。しかし、剥
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離紙２３上に粘着剤層２２と接着剤層８とを領域を分けて塗布することが可能となり、本
発明の実現に到ったものである。
【００２２】
図５は、第１実施形態でラベルを切り離した状態の断面を示す図である。
ラベル２を、剥離紙２３から剥離し、ハーフカットＡにより切り取りした場合は、図５の
断面になる。ラベル２の先端部分２ｓには粘着剤層２２が付着していて配送品に貼り付け
することができる。剥離紙２３から剥離したラベル２の疑似接着部分には粘着剤が付いて
いない。接着剤８は残っているが再接着性を前提としないものである。熨斗紙では、先端
部分のみが接着し、その他の部分は接着しないで浮いた状態となるのが好まれる。
また、この接着していない部分は印字用基材１１とタック基材２１からなるので、紙層が
厚くなっていて、吸湿や乾燥等によりカールすることを防止できる。
【００２３】
ここで、参考のため、従来の熨斗付き配送伝票（前記特許文献３）について説明する。
図１１は、従来の熨斗付き配送伝票（Ａ）と、熨斗を切り離した状態（Ｂ）での断面を示
す図である。図１１（Ａ）のように、従来の熨斗付き配送伝票１ｊでは、タック基材２１
と剥離紙２３との間には粘着剤層２２のみが塗布されている。粘着剤層２２により熨斗２
ｊの全体を配送品に接着させないため、タック基材２１を熨斗（本願のラベル）２ｊの基
材とすることができず、熨斗２ｊは、図１１（Ｂ）のように薄い紙層である印字用基材１
１と剥離層６（剥離層は実質的な厚みにならない）のみとなりカールが生じ易い問題があ
った。
また、熨斗２ｊを配送品に貼り付けするための粘着剤層２２を利用するためには、印字用
基材１１とラミネートする前に、タック基材２１と粘着剤層２２に、熨斗２ｊを横断する
ようにハーフカットＤを施しておくという手間のかかる工程が必要であった。
【００２４】
図６は、第２実施形態のラベル付き配送伝票を示す平面図である。
第２実施形態のラベル付き配送伝票は、第１実施形態とほぼ同様の構造であるが、ラベル
２の他にシール５を有する特徴がある。このシール５は任意の用途に利用できる。例えば
、配送日や配送時間を表示して、配送品に貼り付けすることができる。
【００２５】
図７は、第２実形態のラベル付き配送伝票を示す断面図であり、（Ａ）は、図６のＸ－Ｘ
線断面、（Ｂ）は、図６のＹ－Ｙ線断面を示している。
図７（Ａ）のように、ラベル２とシール５部分の印字用基材１１の下面では、タック基材
２１が、接着剤層７により印字用基材１１に接着している。また、タック基材２１と剥離
紙２３との間においては、ラベル２の配送品に貼り付けする先端部分２ｓとシール５を除
く他の部分が接着剤層８により剥離紙２３面に疑似接着している。前記ラベルの該先端部
分２ｓとシール５部分は粘着剤層２２により剥離紙に剥離可能に接着している。
【００２６】
図７（Ｂ）のように、貼付票３と配達票４部分の下面には接着剤層７が形成されているが
、配達票４の下面は、印字用基材１１の直下面に剥離層６が形成されているため、配達票
４とタック基材２１間は疑似接着構造になっていて、配達票４は剥離可能である。一方、
貼付票３部分は剥離層が塗布されていないので、剥離できない接着構造である。
【００２７】
図８は、第２実施形態での印字用基材とタック基材間の接着状態を示す平面図、図９は、
同じく、タック基材と剥離紙間の接着状態を示す平面図である。
図８のように、印字用基材１１とタック基材２１間は、印字用基材１１の下面に全体的に
接着剤層７が形成されている。しかし、配達票４部分の下面のみには印字用基材１１の直
下に剥離層６が形成されているため、配達票４部分は疑似接着構造になっていて剥離可能
である。ラベル２と貼付票３部分は剥離できない接着構造である。
【００２８】
図９のように、タック基材２１と剥離紙２３間では、ラベル２の配送品に貼り付けする先
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端部分２ｓを除くラベル２部分が接着剤層８により剥離紙２３面に疑似接着している。前
記ラベル２の先端部分２ｓと貼付票３および配達票４、およびシール５部分は粘着剤層２
２により剥離紙２３に剥離可能に接着している。剥離紙２３は本来的に剥離性材料を使用
するため、接着剤層８と粘着剤層２２を剥離可能にしている。
貼付票３と配達票４、およびシール５部分の粘着剤層２２は、ラベル２の領域に入らない
ように、ラベル２から１～２ｍｍの間隔を空けるように塗布するのが好ましい。ラベル２
の周囲に粘着剤が付着しないことが好ましいからである。
なお、接着剤層８と粘着剤層２２は前記の特性を有することは同様である。
図８、図９のように、ハーフカットＡとハーフカットＣは、接着剤層７とタック基材２１
、剥離紙２３の直上の層までを切断している。ハーフカットＢは、印字用基材１１切断す
るが、タック基材２１と粘着剤層２２を切断していない。
【００２９】
図１０は、第２実施形態でラベルとシールを切り離した状態の断面を示す図である。
ラベル２を剥離紙２３から剥離し、ハーフカットＡにより切り取りした場合は、図５（Ａ
）の断面になる。ラベル２の先端部分２ｓには粘着剤が付着していて配送品に貼り付けす
ることができる。剥離紙２３から剥離したラベル２のその他の部分には、粘着剤が付いて
いない。また、この部分は印字用基材１１とタック基材２１からなるので、紙層が厚くな
っていて、吸湿や乾燥等によりカールすることを防止できる。
シール５を剥離紙２３から剥離し、ハーフカットＣにより切り取りした場合は、図５（Ｂ
）の断面になる。この場合は粘着剤層２２により、配送品に全体的に貼り付けする。
【００３０】
〈材質に関する実施形態〉
本発明で使用する各種材料について説明する。
（１）印字用基材
印字用基材１１としては、十分な強度とＩＪＰ（インクジェットプリンタ）による印字適
性および搬送適性を有するものであれば使用でき、例えば、インクジェット用紙、上質紙
、クラフト紙、複写用紙、グラシン紙、レーヨン紙、コート紙、合成紙、樹脂フィルムに
よりラミネートされた紙等が好適に使用できる。延伸ポリプロピレン、ポリエチレンテレ
フタレート、延伸ポリスチレン、ポリ塩化ビニル等の樹脂フィルムの場合はインクジェッ
ト受容層を設ければよい。
ＬＢＰ（レーザビームプリンタ）を使用する場合、ＮＩＰ上質紙を使用するのが好ましい
。上質系インクジェット用紙を使用する場合には、ＩＪＰ、ＬＢＰの両方に対応できる伝
票にすることができる。
（２）タック基材
タック基材２１には、印字用基材１１と同質の紙や樹脂フィルムを使用できる。配達票４
を剥離した後に現れるタック基材２１面に表示をすることもあるので、印刷適性を備える
ことも好ましい。
【００３１】
（３）目止め剤
タック基材への接着剤の浸透を防止し、接着力を安定させるために、前記のように目止め
層が設けられる。目止め剤としては、従来公知の塩化ビニル系樹脂、アクリル系樹脂、ウ
レタン系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリアミド系樹脂、セルロース誘導体などの熱可塑
性、熱硬化性樹脂、反応型樹脂やこれらの混合物が使用される。必要に応じて添加剤を加
え公知のコーティング法または印刷方法で塗布または印刷する。
【００３２】
（４）接着剤
疑似接着部、強接着部を形成する接着剤には、ウレタン系、アクリル系、酢酸ビニル系、
エチレン－酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、セルロース樹脂など
の熱可塑性樹脂およびこれらの混合物からなる樹脂を使用できる。疑似接着部、強接着部
を同一の接着剤を用いて、塗布量や塗布方式を変更して、あるいは剥離層や目止め層を併
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用して形成することもでき、それぞれ異なる接着剤を用いても良い。
接着剤の塗布は、フレキソ法、グラビア法などの公知の印刷方法またはコーティング法で
行うことができる。塗布厚みは、０．１～２０μｍ、好ましくは０．５～１０μｍに塗布
し、貼り合わせ前または後に必要に応じて乾燥させる。
下基材２０のタック基材２１面と印字用基材１１とを接着剤が乾燥していない状態で貼り
合わせるウェットまたはセミウェットラミネート方式によって貼り合わせることが好まし
いが、特に限定されない。
（５）剥離層形成剤
剥離層の形成には、オフセット印刷用の紫外線硬化型（ＵＶ型）インキにシリコーンオイ
ルを添加したものや、シリコーンアクリレートを添加したものを使用する。通常の熱硬化
型剥離インキを使用することもできる。
【００３３】
（６）粘着剤
粘着作用をする通常の粘着剤を粘着剤層の形成に広く使用できる。溶剤型粘着剤としては
、ＮＲ、ＳＢＲ、ＩＲ、ＣＲ等のゴム系が主流であるが、エマルジョン型のアクリル系粘
着剤も使用できる。その他、シリコン系、ポリビニルエーテル系等があるが何れでも使用
できる。ホットメルト系の粘着剤であっても良い。
（７）剥離紙
印字用基材と同質の材料を使用でき、接着剤層や粘着剤層を形成する面に剥離層形成剤を
塗布して剥離紙とする。
【００３４】
本発明のラベル付き配送伝票の製造方法について以下に説明する。
配送伝票の図柄や文字等の印刷は、印字用基材１１に対して、通常のオフセット印刷やフ
レキソ印刷で印刷できる。
印字用基材１１と下基材２０との間に施す接着剤や剥離層、目止め剤の塗布はフレキソ印
刷やグラビア印刷で塗布することができる。
【００３５】
本発明では、下基材２０においての粘着剤層２２と接着剤層８の形成に特徴がある。
タック基材２１に対して、所定のパターン状に粘着剤を塗布する一方、剥離紙２３に対し
て所定のパターン状に接着剤を塗布する。タック基材２１に対して接着剤、剥離紙に対し
てする粘着剤の塗布であっても良い。双方の塗布パターンは、互いに領域を分けて塗布さ
れ、領域が重ならないようにその位置合わせを行う必要がある。粘着剤や接着剤の塗布に
は、フレキソ（ゴム凸版）方式またはグラビア方式を採用できる。
下基材２０が完成した後、印字用基材１１と位置を合わせて貼り合せをしても良いし、印
刷済みの印字用基材１１に対して、タック基材２１と剥離紙２３を順次、貼り合せするよ
うにしても良い。
【００３６】
次に本発明のラベル付き配送伝票の利用方法について説明する。
ステップ１：図１、図６に示すようなラベル付き配送伝票に所定事項の印字を行う。所定
事項とは、配送品の送り主名や配送先住所、受取人の氏名、配送品の内容等の事項である
。
ラベル２が熨斗である場合の熨斗にも、「お祝い」や「御礼」の文字、送り主の名等の印
字を行う。シール５には、例えば、配送日や配送時間を印字する。
ステップ２：ラベル２を貼付票３と配達票４からハーフカットＡにより切り離しする。
ステップ３：そのラベル２の先端部２ｓに有する粘着剤層２２により、配送品（お届けす
る荷物など）に貼り付けする。
ステップ４：貼付票３および配達票４から剥離紙を剥離する。（貼付票３および配達票４
の裏面には、粘着剤層２２を有する。）
【００３７】
ステップ５：上記貼付票３および配達票４を、粘着剤層２２により、配達する配送品に貼
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ステップ６：配送品が着荷した際、その配送品を取り扱う運送会社の担当者が、配達票４
を、荷物から剥離する。必要に応じて、配達先である届け先からその配達票４に、荷物の
受領した証明の印またはサインをもらい、該配達票４を配達記録として持ち帰りする。
【００３８】
ラベル２は熨斗以外の各種用途に使用できるものであり、上記記載内容に限定されないこ
とは当業者には自明なことである。
【符号の説明】
【００３９】
１ ラベル付き配送伝票
２ ラベル
３ 貼付票
４ 配達票
５ シール
６ 剥離層
７、８ 接着剤層
９ 目止め層
１１ 印字用基材
２０ 下基材
２１ タック基材
２２ 粘着剤層
２３ 剥離紙
 
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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